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○事業の概要

県の急傾斜地崩壊対策事業は、住宅に深刻な被害をもたらす「10m以上のがけ （保全人家5
戸以上） 」を急傾斜地崩壊危険区域に指定し、崩壊の発生を助長・誘発する行為を制限すると
ともに、被害想定区域内の住民の生命を保護する防止施設の整備を行っています。

現在、伊豆の国市内では長岡左近山、守木山田Ｂ、墹之上A、神島Bの事業を行っており、
安全・安心の確保に向けて引き続き整備に努めてまいります。

○位置図

② 守木山田Ｂ

① 長岡左近山

○事業名 急傾斜地崩壊対策事業 （伊豆の国市内）

○施工イメージ
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長岡左近山 斜面状況

守木山田B 落石状況

③ 墹之上Ａ

墹之上A 斜面状況
岩戸山 斜面状況

番号 箇所名 事業予定年度 備考
① 長岡左近山 H26～R6 工事実施中
② 守木山田B H27～R8 工事実施中
③ 墹之上A H30～R6 工事実施中
④ 神島B R4～R12 地質調査,詳細設計中
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④ 神島Ｂ

神島B 斜面状況


